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●町内相談機関●

総合相談 日常生活の
あらゆる相談

時間／午前10時～午後４時
　　　（正午～午後1時を除く）
月／福祉相談　宮良律子
火／一般お悩み相談　諸見里美和
水／法律相談 （午後１時～４時）
　　垣花豊順 （弁護士）
木／消費生活相談　大城恵美
金／こども悩み相談　金城功恵
第１金／ひきこもり相談　サポートステーション那覇
問合せ／西原町社会福祉センター内
総合相談所　☎835-8822　☎945-3651
※予約優先

教育相談 不登校生徒及び保護
者への支援、助言

月～金　午前8時30分～午後5時15分
 （正午～午後1時を除く）
相談員／与那嶺 力、屋比久 薫、佐久川弥生
問合せ／教育委員会相談室　☎944-3603

行政相談 行政に対しての
苦情や要望

行政相談委員／平良ヨシ江
　　　　　　　大城　恵子
基本は随時、但し、第4火曜は巡回相談：
午前10時～午後4時（正午～午後1時を除く）
問合せ／総務部企画財政課　☎945-5340

人権相談 人権に関する
相談

随時　相談員／安里政雄、知花 正、
　　　　　　　當眞信子、仲宗根好美
問合せ／総務部総務課　☎945-5011
※要電話受付

法律相談 弁護士による
法律に関する相談

第３火曜日 午後2時～５時半
相談員／永吉盛元
問合せ／総務部総務課　☎945-5011
※要事前予約

精神障害者相談 精神的悩み
の相談

月火木金：午前９～12時、午後２～6時
水  ・  土：午前９～12時
医師／城間政州
問合せ／城間医院　☎945-4551

地域包括支援センター 高齢者に
関する相談

随時　相談員／玉城、与那嶺、新垣
問合せ／西原敬愛園内　☎882-0117

窓口相談 何でも相談

第１・第３火曜日（祝日の場合は翌週）
午前10時～午後４時（正午～午後１時を除く）
相談員　上木律子
問合せ／総務部企画財政課　☎945-5340
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海
岸
や
標
高
の
低
い
場
所
で
強
い
揺

れ
や
ゆ
っ
く
り
と
し
た
長
い
揺
れ
を
感
じ

た
り
、揺
れ
を
感
じ
な
く
て
も
津
波
警

報
等
を
見
聞
き
し
た
ら
、す
ぐ
に
高
い

と
こ
ろ
に
避
難
し
ま
し
ょ
う
。

【
問
合
せ
】沖
縄
気
象
台
業
務
課

☎
8
3
3
・
4
2
8
3

【
配
布
物
】 

悪
質
商
法
ビ
フ
ォ
ー
ア
フ

タ
ー
劇
場
カ
レ
ン
ダ
ー

【
問
合
せ
】 

建
設
部
産
業
課

☎
9
4
5
・
4
5
4
0

【
被
害
相
談
】沖
縄
県
県
民
生
活
セ
ン

タ
ー
☎
8
6
3
・
9
2
1
4

〜
津
波
被
害
の
軽
減
を
目
指
し
て
〜

　
津
波
の
被
害
を
防
ぐ
に
は
、迅
速
な

避
難
が
最
も
効
果
的
で
す
。気
象
庁
で

は
、迅
速
な
避
難
行
動
に
つ
な
が
る
よ
う

3
月
7
日
に
新
し
い
津
波
警
報
の
運
用

を
開
始
し
ま
す
。

　
新
し
い
津
波
警
報
で
は
、東
北
地
方

太
平
洋
沖
地
震
の
よ
う
な
巨
大
地
震
の

場
合
、津
波
の
高
さ
を
数
値
で
は
な
く

「
巨
大
」、「
高
い
」と
い
っ
た
、よ
り
危
険

を
感
じ
る
よ
う
な
表
現
で
発
表
し
、避

難
を
強
く
促
し
ま
す
。ま
た
、す
で
に
津

波
が
観
測
さ
れ
て
い
て
も
、さ
ら
に
高
い

津
波
が
来
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
合

は
、津
波
の
高
さ
を「
観
測
中
」と
発
表

し
ま
す
。こ
れ
は
、観
測
さ
れ
た
津
波
の

高
さ
を
見
て
、こ
れ
が
最
大
だ
と
誤
解

し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
す
。

あ
が
り
テ
ィ
ー
ダ
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
５
周
年

特
別
企
画「
健
康・ウ
ォ
ー
ク
イ
ズ
大
会
」

　
毎
月
第
2
日
曜
日
に
開
催
し
て
い
る

「
あ
が
り
テ
ィ
ー
ダ
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
」の
規

模
を
拡
大
し
て
開
催
し
ま
す
。子
ど
も

か
ら
大
人
ま
で
、興
味
の
あ
る
方
は
ど
な

た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

【
日
時
】3
月
10
日（
日
）8
：
00
集
合

【
場
所
】東
崎
公
園

小
雨
決
行
し
ま
す
が
、大
雨
・
荒
天
時

は
3
月
17
日（
日
）に
延
期
し
ま
す
。

※
参
加
費
無
料
、事
前
申
込
み
不
要

【
コ
ー
ス
】3
km
、6
km
の
２
コ
ー
ス
あ
り

ま
す
。お
好
き
な
コ
ー
ス
を
選
ん
で
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

【
イ
ベ
ン
ト
】ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
の
各
地

点
に
ク
イ
ズ
を
用
意
し
て
い
ま
す
。全
問

正
解
す
る
と
、抽
選
で
何
か
も
ら
え
る

か
も
？

※
イ
ベ
ン
ト
の
詳
し
い
内
容
は
、広
報
に

し
は
ら
2
月
号
の
20
ペ
ー
ジ
、ま
た
は
西

原
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】福
祉
部
健
康
推
進
課
保
健

予
防
係
☎
9
4
5
・
4
7
9
1

　
学
校
・
家
庭
・
地
域
が
一
体
と
な
っ
て

地
域
ぐ
る
み
で
子
ど
も
を
育
て
る
体
制

を
整
え
る
こ
と
を
目
的
に
、学
校
支
援

地
域
本
部
運
営
委
員
会
を
設
置
す
る

た
め
運
営
委
員
の一
部
を
公
募
し
ま
す
。

学
校
の
教
育
活
動
支
援
に
関
心
の
あ
る

方
を
希
望
し
ま
す
。

【
募
集
人
員
】若
干
名

【
応
募
資
格
】西
原
町
に
住
所
を
有
す

る
者
及
び
職
場
又
は
活
動
拠
点
を
町

内
に
有
す
る
者

【
任
期
】　
１
年

【
応
募
方
法
】所
定
の
応
募
用
紙
に
記

入
の
上
、教
育
部
生
涯
学
習
課
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

【
応
募
締
切
】3
月
29
日（
金
）

応
募
用
紙
は
生
涯
学
習
課
で
配
布

応
募
多
数
の
場
合
は
書
類
選
考

【
決
定
通
知
】厳
選
な
る
審
査
の
上
、本

人
に
通
知
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】町
教
育
委
員
会
教
育
部
生

涯
学
習
課

☎
9
4
5
・
5
0
3
6（
内
線
5
2
1
）

　「
交
通
災
害
共
済
」と
は
加
入
者
相

互
の
助
け
合
い
を
合
言
葉
に
、わ
ず
か

な
掛
金
を
支
払
う
こ
と
で
万
が
一
交
通

事
故
に
あ
っ
た
場
合
、見
舞
金
が
支
給

さ
れ
る
制
度
で
す
。

　
交
通
戦
争
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る

ほ
ど
交
通
事
故
が
多
発
し
、い
つ
ど
こ
で

事
故
に
巻
き
込
ま
れ
る
か
わ
か
ら
な
い

今
日
、ぜ
ひ
ご
家
族
み
な
さ
ん
で
ご
加
入

く
だ
さ
い
。

【
共
済
掛
金
】1
年
間
ご
と
、加
入
者
1

人
に
つ
き
5
0
0
円

【
申
込
受
付
期
間
】3
月
１
日（
金
）〜

3
月
29
日（
金
）※
4
月
１
日
以
降
も

随
時
受
付

【
共
済
期
間
】平
成
25
年
4
月
1
日
〜

平
成
26
年
3
月
31
日

※
た
だ
し
、4
月
１
日
以
降
に
加
入
さ

れ
る
方
は
、加
入
申
込
を
受
理
し
た
日

の
翌
日
か
ら
開
始
と
な
り
ま
す
。

【
申
込
･
問
合
せ
】総
務
部
総
務
課

☎
9
4
5
・
5
0
1
1（
内
線
1
1
5
）

申
込
書（
広
報
紙
と
一
緒
に
配
布
し
ま

す
。）に
掛
金
を
添
え
て
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。

【
職
種
】学
習
支
援
員

【
業
務
内
容
】個
別
指
導
を
要
す
る
児

童
生
徒
へ
の
学
習
支
援
等
業
務

【
採
用
期
間
】採
用
後
1
年
以
内

【
資
格
要
件
等
】県
内
に
住
所
を
有
す

る
者
で
、教
諭
免
許
を
有
し
て
い
る
者
。

（
平
成
25
年
3
月
取
得
見
込
み
含
む
） 

【
受
付
及
び
提
出
書
類
】
自
筆
履
歴
書

一
通（
要
写
真
添
付
）と
、免
許
の
写
し
を

添
付
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
提
出
先
】教
育
委
員
会
教
育
部
教
育

総
務
課

【
受
付
時
間
】9
：
00
〜
17
：
15（
土
日
・

祝
日
を
除
く
）

【
問
合
せ
】教
育
委
員
会
教
育
部
学
校

教
育
課
☎
9
4
5
・
5
0
3
9

　
悪
質
商
法
に
つ
い
て
は
、毎
年
多
く
の

方
が
被
害
に
あ
わ
れ
て
お
り
、手
口
も

巧
妙
化
し
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、悪
質
商
法
を
知
り
、だ
ま
さ

れ
な
い
た
め
の
対
処
法
を
記
載
し
た
カ

レ
ン
ダ
ー
を
、１
月
に
配
布
し
ま
し
た
。

町
民
の
み
な
さ
ん
の
活
用
を
お
願
い
し

ま
す
。

沖
縄
県
町
村
交
通
災
害
共
済
組
合
へ

の
加
入
に
つ
い
て

町
学
校
支
援
地
域
本
部
運
営
委
員
会

の
委
員
募
集
に
つ
い
て

平
成
25
年
度
西
原
町
嘱
託
員
募
集

悪
質
商
法
に
は
気
を
つ
け
て
!!

3
月
7
日
か
ら
津
波
警
報
が
変
わ
り
ま
す

「
健
康
・
ウ
ォ
ー
ク
イ
ズ
大
会
」の
お
知
ら
せ

　陸域に津波がおよび浸水する恐れ
があるため、沿岸部や川沿いにい
る人は、ただちに高台や避難ビル
など安全な場所へ避難する。警報
が解除されるまで安全な場所から
離れない。

　陸域では避難の必要はない。海の
中にいる人はただちに海から上がっ
て、海岸から離れる。海水浴や磯釣
りは危険なので行わない。注意報が
解除されるまで海に入ったり海岸に
近付いたりしない。

津波警報等を見聞きした場合
にとるべき行動

発表される津波の高さ

定性的表現
での発表

数値
での発表

津波の
高さ予想

津波警報等の
種類

大津波警報

津波警報

津波注意報

巨大

高い

（表記なし）0.2～1m 1m

10m～
5～10ｍ
3～5ｍ

1～3ｍ

10ｍ超
10ｍ
5ｍ

3ｍ

上映会のお知らせ
【日　　時】3月30日（土）開場14:30　上映15:00（1回上映）

【場　　所】西原町中央公民館ホール

【チケット】前売　大人･子ども500円（当日券は大人･子ども600円）

　　　　　 ※幼稚園以下は無料

　　　　　 ※電話で予約できます。

【問  合  せ】西原町中央公民館内団体室☎946-6657( 月･水･金のみ )

 　 西原町PTA連合会 (担当：小波津 )070-5416-7688

 　　西原町子ども会育成連絡協議会(担当：神谷)090-2009-5416

集合場所は
こちらです。

　　

〈相談内容〉
不動産登記、 会社設立・登記、 分筆、 裁判手続
相続、遺言、後見人、借金問題 などの法律相談

℡ 882－8177　70120－36－7930　営業時間 平日AM9：00～PM6：00　
代表司法書士　喜 屋 武　  力

完全個室の相談ブース完備。
お気軽にご相談ください。（要予約）
※借金問題は初回相談無料です

きゃん事務所

相 続　遺 言　後 見 人　借 金 など
司 法 書 士 に
ご相談ください

与那原町字東浜23番地 2


